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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】令和1年5月9日(2019.5.9)

【公開番号】特開2017-199954(P2017-199954A)
【公開日】平成29年11月2日(2017.11.2)
【年通号数】公開・登録公報2017-042
【出願番号】特願2016-87032(P2016-87032)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｎ   5/64     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ   3/01     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ   3/0481   (2013.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｎ    5/64     ５１１Ａ
   Ｇ０６Ｆ    3/01     ５１０　
   Ｇ０６Ｆ    3/0481   １５０　

【手続補正書】
【提出日】平成31年3月15日(2019.3.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　頭部装着型表示装置であって、
　使用者の視線方向を検出する視線方向検出部と、
　無線通信部と、
　前記無線通信部を介して、外部の情報処理装置に対して情報の提示を行う処理部と、
　を備え、
　前記処理部は、
　前記視線方向検出部によって検出された視線方向を含む所定の範囲を特定し、
　前記無線通信部を介して、前記特定された所定の範囲に存在する近距離無線通信端末と
間で通信を行い、前記近距離無線通信端末からデータを受信し、
　前記受信したデータに基づく提示情報を、前記情報処理装置に送信する、
　頭部装着型表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の頭部装着型表示装置であって、
　前記使用者が視認する方向を撮像するカメラを備え、
　前記処理部は、
　前記カメラによって撮像された画像の少なくとも一部を送信用撮像画像として、前記無
線通信部を介して前記情報処理装置に対して送信する、
　頭部装着型表示装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の頭部装着型表示装置であって、
　前記処理部は、
　前記送信用撮像画像において前記所定の範囲と重複する部分を特定し、該重複する部分
について画像加工を行う、
　頭部装着型表示装置。
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【請求項４】
　請求項１から請求項３までのいずれか一項に記載の頭部装着型表示装置であって、
　前記所定の範囲に存在する近距離無線通信端末から受信する前記データは、ショッピン
グ施設内に陳列された商品の種類毎のデータである、
　頭部装着型表示装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４までのいずれか一項に記載の頭部装着型表示装置であって、
　前記外部の情報処理装置は、当該頭部装着型表示装置とは相違する別の頭部装着型表示
装置である、
　頭部装着型表示装置。
【請求項６】
　頭部装着型表示装置と、情報処理装置と、を備える表示システムであって、
　前記頭部装着型表示装置は、
　　使用者の視線方向を検出する視線方向検出部と、
　　無線通信部と、
　　前記無線通信部を介して、前記情報処理装置に対して情報の提示を行う処理部と、
　　を備え、
　　前記処理部は、
　　前記視線方向検出部によって検出された視線方向を含む所定の範囲を特定し、
　　前記無線通信部を介して、前記特定された所定の範囲に存在する近距離無線通信端末
と間で通信を行い、前記近距離無線通信端末からデータを受信し、
　　前記受信したデータに基づく提示情報を、前記情報処理装置に送信し、
　前記情報処理装置は、
　　前記頭部装着型表示装置から送られてくる前記提示情報を受信し、
　　前記受信した提示情報に基づいて表示を行う、
　表示システム。
【請求項７】
　使用者の視線方向を検出する視線方向検出部と、無線通信部と、を備えた頭部装着型表
示装置の制御方法であって、
　前記無線通信部を介して、外部の情報処理装置に対して情報の提示を行う工程を備え、
　前記工程は、
　前記視線方向検出部によって検出された視線方向を含む所定の範囲を特定し、
　前記無線通信部を介して、前記特定された所定の範囲に存在する近距離無線通信端末と
間で通信を行い、前記近距離無線通信端末からデータを受信し、
　前記受信したデータに基づく提示情報を、前記情報処理装置に送信する、
　頭部装着型表示装置の制御方法。
【請求項８】
　使用者の視線方向を検出する視線方向検出部と、無線通信部と、を備えた頭部装着型表
示装置を制御するためのコンピュータープログラムであって、
　前記無線通信部を介して、外部の情報処理装置に対して情報の提示を行う機能をコンピ
ューターに実現させ、
　前記機能は、
　前記視線方向検出部によって検出された視線方向を含む所定の範囲を特定し、
　前記無線通信部を介して、前記特定された所定の範囲に存在する近距離無線通信端末と
間で通信を行い、前記近距離無線通信端末からデータを受信し、
　前記受信したデータに基づく提示情報を、前記情報処理装置に送信する、
　コンピュータープログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６



(3) JP 2017-199954 A5 2019.5.9

【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
（１）本発明の第１の形態によれば、頭部装着型表示装置が提供される。この頭部装着型
表示装置は、使用者の視線方向を検出する視線方向検出部と、無線通信部と、前記無線通
信部を介して、外部の情報処理装置に対して情報の提示を行う処理部と、を備える。前記
処理部は、前記視線方向検出部によって検出された視線方向を含む所定の範囲を特定し、
前記無線通信部を介して、前記特定された所定の範囲に存在する近距離無線通信端末と間
で通信を行い、前記近距離無線通信端末からデータを受信し、前記受信したデータに基づ
く提示情報を、前記情報処理装置に送信する。この形態の頭部装着型表示装置によれば、
使用者の視線方向を含む所定の範囲に存在する近距離無線通信端末から受信したデータに
基づく提示情報を、情報処理装置に送ることができる。このため、情報処理装置の操作者
は、頭部装着型表示装置を装着した使用者と離れた位置に居ながら、その使用者の視線方
向の周辺の情報を受けることができる。したがって、この形態の頭部装着型表示装置によ
れば、離れた位置にいる情報処理装置の操作者に対して、視線方向の情報を適切かつ効率
的に提示することができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
（６）本発明の第２の形態によれば、頭部装着型表示装置と、情報処理装置と、を備える
表示システムが提供される。この表示システムの前記頭部装着型表示装置は、使用者の視
線方向を検出する視線方向検出部と、無線通信部と、前記無線通信部を介して、前記情報
処理装置に対して情報の提示を行う処理部と、を備える。前記処理部は、前記視線方向検
出部によって検出された視線方向を含む所定の範囲を特定し、前記無線通信部を介して、
前記特定された所定の範囲に存在する近距離無線通信端末と間で通信を行い、前記近距離
無線通信端末からデータを受信し、前記受信したデータに基づく提示情報を、前記情報処
理装置に送信する。この表示システムの前記情報処理装置は、前記頭部装着型表示装置か
ら送られてくる前記提示情報を受信し、前記受信した提示情報に基づいて表示を行う。こ
の形態の表示システムによれば、頭部装着型表示装置を装着した使用者の視線方向を含む
所定の範囲に存在する近距離無線通信端末から受信したデータに基づく提示情報を、情報
処理装置に送ることができる。このため、情報処理装置の操作者は、頭部装着型表示装置
を装着した使用者と離れた位置に居ながら、その使用者の視線方向の周辺の情報を受ける
ことができる。したがって、この形態の表示システムは、離れた位置にいる情報処理装置
の操作者に対して、頭部装着型表示装置を装着した使用者の視線方向の情報を適切かつ効
率的に提示することができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８６】
　受援者ＨＭＤ４００は、支援者ＨＭＤ１００から送られてくる提示情報を受信し、提示
情報を表示する（工程Ｐ９）。具体的には、提示情報に基づいて受援者ＨＭＤ４００の画
像処理部１４５（図６）を制御して、受援者ＨＭＤ４００の表示制御部１４７（図６）に
提示情報の表示を実行させる。この表示は、工程Ｐ４で表示している撮像画像に重ね合わ
せて表示する。受援者ＨＭＤ４００によって実行される工程Ｐ１，Ｐ４，Ｐ９が、買い物
処理部４５５（図８）に対応している。
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【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０３】
　さらに、視界ＶＲ２ａには、先に説明した所定範囲ＶＡ（図１３参照）に含まれるフル
ーツ群Ｃ２～Ｃ４についての提示情報が表示される。この提示情報は、ステップＳ１９０
（図１１）によって支援者ＨＭＤ１００から送信されたセットのデータに基づいて作成さ
れたものである。具体的には、セットのデータに含まれる各ＢＬＥ端末５０２～５０４の
撮像画像上の位置に、セットのデータに含まれる提示情報を表示する。すなわち、バナナ
の群Ｃ２のＢＬＥ端末５０２から得られた提示情報Ｍ２を、そのＢＬＥ端末５０２の位置
に表示する。リンゴの群Ｃ３のＢＬＥ端末５０３から得られた提示情報Ｍ３を、そのＢＬ
Ｅ端末５０３の位置に表示する。レモンの群Ｃ４のＢＬＥ端末５０４から得られた提示情
報Ｍ４を、そのＢＬＥ端末５０４の位置に表示する。各提示情報Ｍ２～Ｍ４は、商品名、
産地、値段、食べ頃、および特徴を示すものである。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０５】
　さらに、視界ＶＲ２ａには、視線方向を含む所定範囲（図示せず）に含まれるゴルフク
ラブ群、図示の例では、「アイアン」の群Ｃ１２と、「ドライバー」の群Ｃ１３について
の提示情報が表示される。この提示情報は、支援者ＨＭＤ１００から送信されたセットの
データに基づいて作成されたものである。具体的には、セットのデータに含まれる各ＢＬ
Ｅ端末６０２，６０３の撮像画像上の位置に対応付けた位置に、セットのデータに含まれ
る提示情報を表示する。詳しくは、アイアンの群Ｃ１２のＢＬＥ端末６０２の撮像画像上
の位置に基づいて、画像のパターン認識によって、ＢＬＥ端末６０２に対応したゴルフク
ラブ群の位置を特定し、その特定した位置の上部を、「対応付けた位置」として提示情報
Ｍ１２を表示する。ドライバーの群Ｃ１３のＢＬＥ端末６０３から得られた提示情報Ｍ１
３についても、同様に、そのＢＬＥ端末６０３の位置に基づく位置に表示する。
【手続補正７】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】
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